
LEC 民法改正セミナー第二弾！ 

民法改正  どこが変わる？  ここが変わる！ 

民法改正が不動産「売買」に 

及ぼす影響の基本的事項 
第一弾の「賃貸借」に引き続き、不動産売買をテーマとして民法改正に関するセミナーを実施します。本セミナ

ーでは、この改正のうち不動産「売買」に影響するところを、不動産事業者に携わる方、その他売買に関する実

務に携わる方を対象として、代表的なテーマについて具体的なケースを示しながらわかりやすく解説します。 

日時 ３月２５日（金）１６：００～１７：３０ 

会場 梅田駅前本校 
住所：大阪市北区茶屋町 1-27 ABC-MARTビル 

 

受講料 無料       講師 ＬＥＣ専任講師 

本セミナーは新宿エルタワー本校で実施されている講義を梅田本校にて 

TV 同時中継にて受講して頂く形になります。 

 

▽お申し込み方法▽以下いずれかの方法でお申込みください。定員となり次第締切ります。 

１．ホームページからエントリー 

「ＬＥＣ」で検索いただき、当社ホームページの上部の「法人研修」をクリックいただきます。 

「トピックス」から「３／２５（金）『民法改正が不動産「売買」に及ぼす影響』」を選んでいただき、 

【お申し込み方法】のところからエントリーをお願いします。 

２．ＦＡＸ申込書送信 

本紙裏面に必要事項を記入の上、ＦＡＸ送信ください。 

３．お電話によるお申込み 

 下記電話番号へご連絡ください。 

  06-6374-5018 （株式会社東京リーガルマインド 大阪法人営業課 受付：平日 9:00～18:00） 

 

 

 

大阪法人営業課 

広告物の内容は発行日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。  発行日：2016年２月 2６日 有効期限：2016年 3月 31日 

 

ＴＥＬ 06-6374-5018 

ＦＡＸ 06-6374-5284 

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１-27 

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル４Ｆ（平日 9：00～18：00） 

  e-mail :  osk-houjin-eigyo01@lec-jp.com 

  



民法改正セミナー第２弾 民法改正が不動産「売買」に及ぼす影響の基本的事項 

３月２５日（金）１６：００～１７：３０ 

ＦＡＸ申込書 
 

株式会社東京リーガルマインド 大阪法人営業課 行き 

ＦＡＸ番号 06-6374-5284 

以下をご記入の上、ＦＡＸ送信をお願いいたします。 

貴社名・ 

貴団体名 

 

ご参加者 

所属部署 お名前 

  

  

  

  

  

ご連絡先 

住所 
 

ＴＥＬ 
 

ＦＡＸ 
 

Ｅメール 
 

参加希望会場 

（いずれかに○） 

新宿エルタワー本校、 

札幌本校、仙台本校、新潟本校、高崎本校、富山本校、静岡本校、 

名古屋駅前本校、梅田駅前本校、岡山本校、広島本校、山口本校、 

松山本校、高松本校、福岡本校、長崎本校、熊本本校、鹿児島本校 

 


